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【協議事項】 

（４）令和４年度病床機能報告集計結果について 

 

資料４ 



令和４年度  本県医療機関による病床機能報告の集計結果 

 

 
○報告状況 
  報告対象となる病院 192 施設，有床診療所 274 施設のうち，病院 189 施設（98.4％），有床診療所 252

施設（92.0％）が報告。 

その内，病床数・医療機能に関する報告項目に不備がなかった医療機関を集計対象とした。 

 

 

 

 

 

許可病床数  県計：２５，３２４床 （一般病床：１８，２３５床， 療養病床：７，０８９床） 

【県全体】2022 年に対して 2025 年の予定では，高度急性期が微増，急性期及び慢性期は減少し，回復

期は増加する見込み。 

 

肝属保健医療圏 

 

 

 

 

 

 

 

許可病床数  合計：２，０３８床 （一般病床：１，７３７床， 療養病床：３０１床） 

 
【肝属圏域】2022 年に対して 2025 年の予定では，高度急性期が微増，急性期及び慢性期は減少し，回

復期は増加する見込み。（県と同様の傾向） 
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【協議事項（4）】

令和４年度病床機能報告と定量的基準との照合結果に
ついて

(1) 概要

病床機能報告において，医療機関が自院の病床機能を判断する際に参考として活

用する県全体での基準。入院料をベースにした客観的な目安。

「定量的基準」より抜粋

※ 参考資料１ 「定量的基準」鹿児島県地域医療構想調整会議（R4.10.17改訂）
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(2) 地域医療構想調整会議における活用

＜「定量的基準」と異なる病床機能報告があった場合の取扱＞

地域医療構想調整会議で協議

医療機関独自の主観ではない， 定量的基準による報告を求める。

協議による客観的な病床機機能の

判断となる。

これを繰り返すことで・・

病床機能報告が，（定量的基準若しくは調整会議での議論を経た）客観的結果

となり，基準として機能する。

了解が

得られた場合

了解が

得られない場合
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２ 令和４年度病床機能報告結果と「定量的基準」との照合結果

(1) 令和４年度病床機能報告において，定量的基準と異なる報告をした医療機関

医療機関の報告内容 医療機関数 医療機関の回答

１ 「高度急性期及び急性期に関 ２医療機関 １医療機関（１病棟）･･･１

連する医療行為」の提供なし (２病棟) 医療機関が選択した病床機能を

選択

１医療機関（１病棟）

基準照合結果による病床機能を

選択（報告誤り）

２ 「入院基本料・特定入院料」 ２医療機関 １医療機関（１病棟）･･･２

による分類が定量的基準と異 (２病棟) 医療機関が選択した病床機能を

なる 選択

１医療機関（１病棟）

基準照合結果による病床機能を

選択（報告誤り）

３ 「重症度，医療・看護必要 ２医療機関 １医療機関（１病棟）･･･３

度」要件による分類が定量的 (４病棟) 医療機関が選択した病床機能を

基準と異なる 選択

１医療機関（３病棟）･･･４

医療機関が選択した病床機能を

選択

４ 「重症度，医療・看護必要度」 １医療機関 基準照合結果による病床機能を

要件による分類が評価不能 (１病棟) 選択（照合項目の未入力）
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